
令和７年度島本町自治会長連絡協議会全体会議（報告） 

 

【日時】令和７年５月１０日（土）午後１時～３時 

【場所】ふれあいセンター３階 第４学習室 

【出席者】自治会長（代理含む）：４１名 

     事務局：６名（総合政策部次長、政策企画課長、職員３名） 

     町長 

【欠席者】自治会長：９名（うち休止中自治会１名） 

 

【案件１】令和６年度における取組報告 

 意見なし 

 

【案件２】令和７年役員改選 

 令和７年度の新役員を選出 

 

【案件３】令和７年度の取組予定（案） 

 意見なし 

 

【案件４】行政からのお知らせ 

➢ 教育推進課（安全ボランティアの募集、ながら見守りにご協力ください） 

 

➢ 生涯学習課（町民スポーツ祭の日程変更について） 

 

➢ 管理課（消防本部からのお願い、住宅用火災警報器について、消火器のリサイクルにつ

いて） 

⇒ 資料は回覧不要です。配布資料と同じものを町HP（消防）に公開します。 

 

➢ 都市計画課（耐震事業に関する補助金等のお知らせ） 

⇒ 自治会長宛てに回覧資料を後日送付します。 

 

➢ 危機管理室（自主防災組織の結成について、避難行動要支援者支援制度、自治会街頭防

犯カメラ設置事業補助金について） 

 ・ 避難行動要支援者の対象者は個人で危機管理室に相談に行ったらよいのか。 

 ⇒ 避難行動要支援者の登録申請は個人で行うもので、自治会が関わることはない。 

  



・ 避難行動要支援者の名簿の受け取りは自治会側から申し出るのか。 

 ⇒ お見込みのとおり。 

  

・ 自分の地域の自治会員の名簿のみをもらえるのか。 

 ⇒ 貴会の自治会エリアのみ。自治会に情報を渡してもよいと同意があった方の情報の

みをお渡しする。 

 

 ・・ 防犯カメラの維持管理に費用がかかっている。防犯カメラの設置は自治会員だけでは

なく地域全体に関わることであるため、町で維持管理に対する補助金創設の検討を進

めてほしい。 

⇒ 維持管理に対する補助金は設けていないが、故障などがあった場合に６年以上使用

されていれば新たに設置するための補助金を交付することはできるのでご利用いただ

きたい。 

  

・ 防犯カメラの補助金申請に必要な提出書類を半分ぐらいにしてほしい。 

⇒ 補助金申請に必要な書類であるため削ることはできないが、様式を分かりやすくす

るなどの工夫をしていく。 

 

・ 自主防災組織を理解していない人が多いのではないか。自主防災会がない地域は、災

害が発生した際にどうすればよいか。自治会を超えてどう取り組んでいくのか町が指揮

を執るべきではないか。 

⇒ 検討していく。 

 

➢ 総務・債権管理課（令和７年国勢調査員の推薦について） 

 ・・ 国勢調査実施の度に自治会からの推薦を依頼されるが、国勢調査員は集まらない。締

め切りが５月末という短い期間ではさらに集まらない。まずは、前回の国勢調査で調査

員を担ってくれた人に依頼することから始めた方がよいのではないか。 

 ⇒ 広報しまもとや町HP、SNSを使って呼びかけていくが、自治会からの推薦依頼と並

行して前回調査員への呼びかけも行っていく。 

 

 ・・ 町HPで公開されているものには書類選考と面接と書かれているが、一般の応募フォ

ームと違い自治会からの推薦は調査員になることが確約されているということでよい

か。個人で応募されている人と自治会から推薦する人が重複しても問題ないか。 

 ⇒ 面接は行わない。個人の応募フォームへの応募と自治会推薦が重複しても問題ない。 

 

 ・・ 調査対象エリアが自治会内だけでないことに負担を感じる。調査エリアを自治会の区



域と一致させてほしい。 

 ⇒ 世帯数や街区の関係で自治会外のエリアも調査対象となる。今回についてはエリア

が確定してしまっているが、次回に向けて検討する。 

 

 ・・ 調査エリアの全世帯を訪問するのは１回のみでよいか。訪問しても出てこられない場

合や未回答の世帯にどこまで踏み込めばよいか。別の地域に住む人を調査員として推薦

しても問題ないか。 

 ⇒ 全世帯を訪問してもらうのは基本的には調査依頼を配布する１回のみ。留守の場合、

何度訪問しても反応がないようであれば投函しても問題ない。ＷＥＢまたは紙で回答を

行ってもらうが、回答されていない世帯は国からデータが送られてきて町で把握できる

ので、再度訪問をお願いしたい。調査員の住んでいる地域は問わないので、推薦書に記

載してもらって問題ない。 

 

 ・ 調査員の推薦は個人の素質をどのように見極めて推薦するのか。 

 ⇒ 応募条件に当てはまることだけを確認してもらえれば問題ない。 

 

➢ 政策企画課（自治会活動の手引き、貸出可能備品一覧、自治会における個人情報の手引、

自治会集会施設自動体外式除細動器（AED）設置事業補助金について、役場電話番号

一覧表、令和７年度自治会運営補助金の交付申請について、自治会区分区域図の確認に

ついて） 

 ⇒ 意見なし 

 

【案件５】その他 

 ・ 防犯プレートを１枚紛失してしまったので、追加でもらいたいがどうすればよいか。 

 ⇒ 防犯関係は危機管理室が所管しているため、担当課へ確認し回答させていただく。 

 

 

以上 


